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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を送信信号として大気中に放射して、該レーザ光の大気中のエアロゾルによる
レーザ散乱光を受信信号として受信し、該送信信号と該受信信号との間のドップラーシフ
ト量に基づき遠隔領域の気流の風速、対気速度を計測する航空機に搭載した光学式エアデ
ータセンサにおいて、
　計測周波数にオフセットを与えるための基準速度による掃引を所定周波数ずつ順次行い
、事前に設定した受信強度の閾値より大きくなる値を検出しその値の範囲で受信強度が最
大となった周波数から速度を算出する機能を備えることにより、航空機の対気速度を自律
的に計測し、基準速度を設定することなしに自律的に真対気速度を計測することを特徴と
する光学式エアデータセンサ。
【請求項２】
　直前回の真対気速度計測値を基準速度として、該ドップラーシフト量計測範囲を限定す
ることを特徴とする請求項１に記載の光学式エアデータセンサ。
【請求項３】
　該レーザ光の送信方向を走査させて、対気速度ベクトルを２次元若しくは３次元に展開
することにより、航空機の迎角若しくは横滑り角を算出することを可能とした請求項１ま
たは２に記載の光学式エアデータセンサ。
【請求項４】
　直前の平均気流速度ベクトルと最新の気流速度ベクトルとの差を乱気流成分とみなすこ
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とによって乱気流計測を行なうことを特徴とする請求項３に記載の光学式エアデータセン
サ。
【請求項５】
　真対気速度に√(ρ/ρ0)を乗じることにより等価対気速度を算出することを特徴とする
請求項１乃至２に記載の光学式エアデータセンサ。
　ただし、ρは飛行高度の空気密度、ρ0は海面高度の空気密度を表す。
【請求項６】
　飛行高度の外気温度ｔ（℃）を用いて次式により音速ａ（ｍ／秒）を求め、真対気速度
の音速ａに対する比としてマッハ数を算出することを特徴とする請求項１乃至２に記載の
光学式エアデータセンサ。
　　　ａ＝340.4×√{(273 +ｔ)／288}
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光を大気中に放射して、そのレーザ光の大気中での散乱光を受信する
ことにより、数10ｍから１ｋｍ程度までの遠隔領域の風速をドップラー効果に基づき計測
する航空機搭載装置において、対気速度、迎角、横滑り角および乱気流を計測するエアデ
ータセンサに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大気中を航行する航空機にとって、対気速度は飛行安全上及び運航効率上最も重要なパ
ラメータであり、現代のほとんどすべての実用航空機は、対気速度計測手段としてピトー
管を使用している。ピトー管は、空気の総圧および静圧を測定して、その差の動圧から対
気速度を求めるものであって、気流方向は矢羽根等により測定される。ところで、ピトー
管で測定される動圧は、対気速度の２乗に比例する関係にあるために、低速では測定誤差
が大きくなってしまい、ピトー管は低速域の速度計測には適していない。ピトー管が使用
できるのは通常30ｍ／ｓ以上の対気速度領域である。それより低速であるとか、気流方向
がピトー管の軸線と大きく異なる場合には、速度計測自体が不可能となる。そして、気流
方向を測定するための矢羽根は、可動部分があるため矢羽根の質量による応答性の低下や
振動が問題となってくる。したがって、対気速度センサとしてピトー管を搭載している一
般の航空機は、低速域での対気速度計測値は測定誤差が大きいか、あるいは測定できない
。この問題の解決のために発明者は超音波式エアデータセンサ（特許文献１参照。）を考
案した。
【０００３】
　しかしながら、ピトー管や超音波式エアデータセンサのように機体に直接取り付けるセ
ンサ（例えば、非特許文献１を参照。）では、機体自身が流れ場に影響を及ぼすことによ
り位置誤差と称する計測誤差が生ずるため、利用の際には数多くの較正飛行試験が必要で
ある。この試験は通常早朝の大気が静穏な時間帯に行われ、低空を何度も往復飛行するた
めに、騒音問題が生ずることがある上、天候に左右されやすい試験であるため、多くの試
験日数を要する。しかも通常は失速速度付近や横滑り飛行での較正飛行試験は行わないた
め、特殊な飛行条件での対気速度の計測精度は保証されない。
【０００４】
　機体自身の流れ場に対する影響を受けないほど遠方の気流を計測する装置として、レー
ザ光を利用したドップラーライダーが研究開発されている（例えば、非特許文献２を参照
。）。なお、ライダー（ＬＩＤＡＲ）とは、光を利用した検知手法で「Light Detection 
And Ranging」を略したものである。また、照射された光線が、大気中に浮遊する微小な
エアロゾルによって散乱され、その散乱光を受信してドップラー効果による周波数変化量
（波長変化量）を測定することによって風速を算出することからドップラーライダーと呼
ばれている。このドップラーライダーを航空機の乱気流回避飛行用として活用する場合、
少なくとも10ｋｍの計測有効距離が必要であり、相当高出力なレーザ光源を必要とするが
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、機体自身の流れ場に対する影響を受けない距離は数10ｍであるため、エアデータセンサ
の目的で使用する場合には、比較的小出力の装置で実用化が可能である。
【０００５】
　通常ドップラーシフト量を計測する際は、ＡＤ変換器の能力の制限から周波数の計測範
囲が限定される。このため、航空機のように風速と比較して高速の気流が重乗される場合
には、外部から基準速度を入力して周波数計測範囲にオフセットを与えている。したがっ
て、現状技術では基準速度の外部入力が必須となっており、ドップラーライダーには絶対
的な対気速度を自律的に求める機能はない。
【０００６】
　前述の通り航空機にとって対気速度は極めて重要なため、前記ピトー管は通常多重系で
構成されている。しかしながら、万が一にでも不具合が生じた場合には、運航上致命的な
打撃を受けることは間違いない。該ピトー管はたとえ多重系で構成されていたとしても、
すべて同じ原理で動作するものであり、較正も同じテスターで行われる。したがって、全
く異なる種類の対気速度センサの併用は、冗長性の飛躍的向上が期待できる。 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２６４１８４号公報　「超音波式エアデータセンサ」　平
成１６年９月２４日公開
【特許文献２】特開２００３－１４８４５号公報　「風擾乱予知システム」　平成１５年
１月１５日公開
【特許文献３】特開２００９－３００１３３公報　「航空機搭載用光学式遠隔気流計測装
置」　平成２１年１２月２４日公開
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】井之口浜木、航空宇宙技術研究所資料ＴＭ－７７６「多目的実証機（Ｍ
ｕＰＡＬ－α）搭載計測用対気速度計の位置誤差」２００３年８月公表
【非特許文献２】H. Inokuchi, H. Tanaka, and T. Ando, "Development of an Onboard 
Doppler LIDAR for Flight Safety," Volume 46, Number 4 of the Journal of Aircraft
, AIAA, July-August 2009
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的課題は、上記の問題点を解決するもの、すなわちドップラーライダーとし
て基準速度の外部入力を必要としない、絶対的な対気速度を自律的に求める機能を備え、
かつ位置誤差のないエアデータセンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の光学式エアデータセンサは、レーザ光を送信信号として大気中に放射して、該
レーザ光の大気中のエアロゾルによるレーザ散乱光を受信信号として受信し、該送信信号
と該受信信号との間のドップラーシフト量に基づき遠隔領域の気流の風速、対気速度を計
測する航空機に搭載した光学式エアデータセンサにおいて、計測周波数にオフセットを与
えるための基準速度による掃引を所定周波数ずつ順次行い、事前に設定した受信強度の閾
値より大きくなる値を検出しその値の範囲で受信強度が最大となった周波数から速度を算
出する機能を備えることにより、航空機の対気速度を自律的に計測し、基準速度を設定す
ることなしに自律的に真対気速度を計測することを特徴とする。
　また、本発明の光学式エアデータセンサは、１形態として直前回の真対気速度計測値を
基準速度として、該ドップラーシフト量計測範囲を限定するものとした。
【００１１】
　また、本発明の光学式エアデータセンサは、前記レーザ光の送信方向を走査させて、対
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気速度ベクトルを２次元若しくは３次元に展開することにより、航空機の迎角若しくは横
滑り角を算出することを可能とした。
　さらに、本発明の光学式エアデータセンサは、直前の平均気流速度ベクトルと最新の気
流速度ベクトルとの差を乱気流成分とみなすことことによって乱気流計測を行なうものと
した。
【００１２】
　本発明の光学式エアデータセンサは、真対気速度に√(ρ/ρ0)を乗じることにより等価
対気速度を算出することを特徴とする請求項１乃至２に記載の光学式エアデータセンサと
した。ただし、ここでρは飛行高度の空気密度、ρ0は海面高度の空気密度を表す。
　また、飛行高度の外気温度ｔ（℃）を用いて次式により音速ａ（ｍ／秒）を求め、真対
気速度の音速ａに対する比としてマッハ数を算出するものとした。
　　　ａ＝340.4×√{(273 +ｔ)／288}
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の光学式エアデータセンサは、機体自身の流れ場に対する影響を受けない領域の
気流を計測することにより、ピトー管の較正飛行試験を効率的に行うことが可能となる効
果を奏する。また、ピトー管の代替として使用した場合には、ピトー管で充分な精度の対
気速度計測ができないヘリコプタ、飛行船、垂直/短距離離着陸機(Ｖ／ＳＴＯＬ)等の低
速航空機用として利用することが可能となる。さらに、ピトー管と併用して用いることに
より、ピトー管のヘルスモニタリングやピトー管に不具合があった場合のバックアップと
して利用することが可能となる。乱気流の計測に関しては、後方乱気流の計測実験に利用
できるほか、オートパイロットによる舵面制御の入力として利用され、航空機の乱気流中
の動揺を低減することが期待される。
【００１５】
　ドップラーシフト量を計測する際は、ＡＤ変換器の能力の制限から周波数の計測範囲が
限定されることに起因して、航空機のように風速と比較して高速の気流が重乗される場合
には、外部から基準速度を入力して周波数計測範囲にオフセットを与える必要から、現状
技術では基準速度の外部入力が必須となっており、ドップラーライダーには絶対的な対気
速度を自律的に求める機能はないが、本発明の光学式エアデータセンサは、基準速度を設
定することなしに自律的に真対気速度を計測することができる。
　また、レーザ光の送信方向を走査させて、対気速度ベクトルを２次元若しくは３次元に
展開することにより、３次元の速度ベクトル計測を行い航空機の迎角若しくは横滑り角を
算出することを可能とした。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の光学式エアデータセンサとしてのドップラーライダーを示す構成説明図
である。
【図２】本発明による周波数計測範囲の掃引方法を示す説明図である。
【図３】本発明による対気速度成分を３次元方向に分解する手法を示す説明図である。
【図４】本発明の実施例１に係る真対気速度計測装置の構成説明図である。
【図５】本発明の実施例３に係る対気速度成分を計測する手法を示す説明図である。
【図６】本発明の実施例３に係る計測方法の位相ずれによる計測誤差を示す説明図である
。
【図７】本発明の実施例４に係る乱気流計測装置の構成説明図である。
【図８】本発明の実施例５に係る対気速度計測システムの構成説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図に示す実施の形態により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本
発明が限定されるものではない。
　図１は、本発明の光学式エアデータセンサとしてのドップラーライダー100を示す構成
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説明図である。
　このドップラーライダー100は、大気中に浮遊するエアロゾルに対しレーザ光を送信光
として照射して、エアロゾルからのレーザ散乱光を受信光として受信する光学系10と、そ
の受信光と送信光との波長変化量（ドップラーシフト量）に基づいて風速を計測する本体
20とを具備して構成されている。
【００１８】
　光学系10は、送信光となる微弱なレーザ光（参照光）を発生する基準光源１と、その微
弱なレーザ光を増幅して送信光とする光ファイバアンプ２と、光ファイバアンプ２を励起
するポンプ光としてのレーザ光を発生する励起光源３と、送信光を遠方に放射すると共に
遠方からの散乱光を集光する光学望遠鏡４とから成る。なお、送信光としては例えば波長
1.5μｍ帯の近赤外線レーザ光を、励起光源としては高効率のレーザダイオードを各々使
用することが可能である。また、上記ドップラーライダー100のような、ファイバアンプ
式のドップラーライダーは、小型、軽量、省電力、低電磁ノイズ、レイアウトの高い自由
度、耐振動性、高い防塵性、加工容易性、液体冷却機構の省略等、枚挙に暇がない程の多
項目にわたり、航空機搭載用として優れた利点を備えている。
【００１９】
　本体20は、レーザ散乱光を受信し参照光と合成しビート信号を出力する光受信機５と、
そのビート信号を処理し機体前方の気流の風速を計測する信号処理器６と、風速の計測結
果を表示する表示器７とから成る。
【００２０】
　次に、ドップラーライダーにおいて、機体前方の気流の風速を計測する通常の周波数計
測方法について説明する。通常の周波数計測方法では、基準光源から発生されるレーザ光
の周波数ｆTを送信光として大気中に放射し、大気中に浮遊するエアロゾルに照射する。
そして、エアロゾルからのレーザ散乱光を受信光として受信し、その受信光と送信光との
波長変化量（ドップラーシフト量）を測定する。例えば、受信光が気流の風速等の影響に
より送信光の周波数ｆTに対してドップラーシフト量ｆDだけ周波数シフトを受けていると
仮定した場合、受信光の周波数ｆRは以下となる。
　　　　　　ｆR＝ｆT＋ｆD　　　　　 　　　 　　　　　　　　　（１）
　光受信機では、受信光と周波数オフセットが付加された送信光（参照光）を合成してビ
ート信号を出力する。例えば、周波数計測時に与える参照光の周波数オフセット量をｆOF

STとした場合、受信光と周波数オフセットが付加された参照光を合成して出力されるビー
ト信号のうち、その差周波数信号の周波数ｆDIFFは以下のように表される。
　　　　　　ｆDIFF＝ｆR－(ｆT＋ｆOFST)　
　　　　　　　　　 ＝ｆD－ｆOFST　　　　　　 　　　　　　　　（２）
　なお、このドップラーシフト量ｆDには、気流の風速以外に航空機の自機速度によるド
ップラーシフトも含まれている。すなわち、気流の風速によるドップラーシフト量をｆDW

、航空機の自機速度によるドップラーシフト量をｆDGとすると、このドップラーシフト量
ｆDは、以下のように表される。
　　　　　　ｆD＝ｆDW＋ｆDG　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
　式（３）のドップラーシフト量ｆDを式（２）に代入すると、式（２）のビート信号の
周波数ｆDIFFは、以下となる。
　　　　　　ｆDIFF＝(ｆDW＋ｆDG)－ｆOFST　　　　　　　　　　 （４）
　式（４）のビート信号の周波数ｆDIFFから速度Ｖの算出は、以下で求められる。
　　　　　　Ｖ＝ｃ／(2ｆT)×ｆDIFF　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　 ＝ｃ／(2ｆT)×{(ｆDW＋ｆDG)－ｆOFST}　　　　　（５）
　ここで、ｃは光速である。
　ドップラーライダーにおいて機体前方の気流の風速を計測する通常の周波数計測では、
別途計測された航空機の自機速度ＶGを外部から基準速度として入力し自機速度によるド
ップラーシフト量2ｆT／c×ＶG(＝ｆDG)を事前に算出する。そして、この事前に算出した
ドップラーシフト量を参照光の周波数オフセット量ｆOFST(＝2ｆT／c×ＶG)とすることに
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より航空機の自機速度による影響を事前に除去し、気流の風速Ｖwを算出する。すなわち
、以下のようにして、気流の風速Ｖwを算出する。
　　　　　Ｖw＝ｃ／(2ｆT)×{(ｆDW+ｆDG)－2ｆT／c×ＶG}　　　　　　　
　　　　　　　＝ｃ／(2ｆT)×ｆDW　　　　　　　　　　　　　　 （６）
　ここで、ｆDG＝2ｆT／c×ＶGである。
【００２１】
　このように、機体前方の気流の風速のみを計測する周波数計測では、上記のように気流
の風速によるドップラーシフト量ｆDWのみを測定できればよく、例えば、速度に換算して
－30ｍ／ｓから＋30ｍ／ｓ程度の風速を計測できればよい。一方、航空機の対気速度にお
ける計測では、航空機の自機速度によるドップラーシフトも含めた測定が必要となる。例
えば、標準的な旅客機の最大巡航速度は約250ｍ／ｓ程度にもなり、風速の計測と比較し
て広範囲にわたる速度の計測を行う必要がある。
　通常ドップラーシフトを計測する場合、ビート信号をＡＤ変換器によりディジタル信号
に変換し、ディジタル信号処理によりそのドップラーシフト量を算出する。このＡＤ変換
器によりディジタル信号に変換する際のサンプリング周波数をｆsとした場合、サンプリ
ング定理により計測可能なドップラーシフト量の最大値ｆDmaxは、以下で与えられる。
　　　　　　ｆDmax＝ｆs／2　　　　　　　　　　　　　　 （７）
　このドップラーシフト量の最大値ｆDmaxより計測可能な速度の最大値Ｖmaxは、以下と
なる。
　　　　　　Ｖmax＝ｃ／(2ｆT)×ｆDmax　
　　　　　　　　　＝ｃ／(4ｆT)×ｆs　　　　　　　　　　（８）
　例えば、サンプリング周波数ｆsを100MHz、レーザ光の波長λ(=ｃ／ｆT)を1.55μｍと
した場合、Ｖmax＝38.75ｍ／ｓとなる。すなわち、－30ｍ／ｓから＋30ｍ／ｓ程度の気流
の風速のみを測定する場合は、自機速度に相当するドップラーシフト量を周波数オフセッ
トとして事前に与えることにより、測定に必要な風速の範囲を測定可能な最大風速の範囲
内に収めることができるため、基準速度の掃引は必要ではない。一方、対気速度を計測す
る場合は、例えば、30ｍ／ｓ以下の低速度領域から250ｍ／ｓ以上の高速度領域までの広
範囲にわたる速度を自律的に求める必要がある。この計測範囲に対応する方法として、Ａ
Ｄ変換器のサンプリング周波数ｆsを高くすることも考えられるが、ＡＤ変換器の性能上
の制限やディジタル信号処理の負荷増大を招くなど有効な手段とはいえない。
【００２２】
　そこで、本発明では、計測周波数にオフセットを与えるための基準速度を計測範囲にわ
たって掃引し、事前に設定した受信強度の閾値よりも大きな値が検出された時点で、その
最大値となった周波数に相当する速度を航空機の対気速度とするようにし、自律的に対気
速度を計測できるようにした。図２は、計測周波数にオフセットを与えるための基準速度
の掃引を行い、対気速度に対応したドップラーシフト量を検出する様子を示した図である
。すなわち、計測範囲にわたって基準速度に対応した周波数オフセットの掃引を順次行い
、対気速度に対応したドップラーシフト量ｆDAに対応した対気速度Ｖaを以下のように算
出する。
　　　　　Ｖa＝ｃ／(2ｆT)×ｆDA　　　　　　　　　　　
　　　　　　　＝ｃ／(2ｆT)×(ｆOFST＋(ｆDA－ｆOFST))　 
　　　　　　　＝ｃ／(2ｆT)×(nΔｆ＋(ｆDA－nΔｆ))　　　　　　　（９）
　ここで、基準速度に対応する周波数オフセット量はｆOFST＝nΔｆ（n=0,1,2,…）であ
り、ｆOFSTに対するドップラーシフト量の計測可能範囲は|ｆ-(ｆT +ｆOFST)|≦ｆDmaxで
ある。
　ｆOFST＝nΔｆにおけるｎの値を順次変更して基準速度の掃引を行い、事前に設定した
受信強度の閾値よりも大きな値が検出された時点、すなわち、|ｆDA－nΔｆ|≦ｆDmaxと
なった時点でのnの値をNmaxとし、この時点での周波数オフセット量ｆOFST＝NmaxΔｆに
対して受信強度が最大となったドップラーシフト量をｆdとした場合、対気速度に対応し
たドップラーシフト量ｆDAは以下となる。
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　　　　　　ｆDA＝NmaxΔｆ＋ｆd　　　　　　　　　　　　（１０）
　この式（１０）より、対気速度Ｖaは以下で求められる。
　　　　　　Ｖa＝ｃ／(2ｆT)×ｆDA　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　＝ｃ／(2ｆT)×(NmaxΔｆ＋ｆd) 　　　　 （１１）
【００２３】
　以上のように、送信信号と受信信号との間のドップラーシフト量に基づき遠隔領域の気
流の風速を計測するドップラーライダーにおいて、計測周波数にオフセットを与えるため
の基準速度による掃引を行い、事前に設定した受信強度の閾値より大きくなる値を検出し
その値の範囲で受信強度が最大となった周波数から速度を算出する機能を備えることによ
り、航空機の対気速度を自律的に計測することができる。また、送信信号と受信信号との
間のドップラーシフト量に基づき対気速度を計測しているため、ピトー管では計測ができ
ない低速領域においても測定することが可能である。また、本装置は機体自身の流れ場に
対する影響を受けない領域の気流の速度を計測するため位置誤差による計測誤差が発生せ
ず、本装置を使用することによりピトー管の較正飛行試験を効率的に行うことも可能とな
る。さらに、機体自身の流れ場に対する影響を受けない距離は数10ｍ程度であるため、エ
アデータセンサの目的で使用する場合には、従来の遠隔領域の気流の風速を計測するドッ
プラーライダーと比べて、比較的小出力の装置で実用化が可能である。
【００２４】
　また、航空機の対気速度は気流の風速とは異なり瞬間的に変化することは物理的にあり
得ないので、直前回に計測された対気速度に対応したドップラーシフト量を周波数オフセ
ット量として使用することにより、受信周波数の計測範囲を限定することが可能となり、
信号処理の負荷や計測時間を低減することができる。具体的には、直前回に計測されたド
ップラーシフト量がｆDA0の場合、今回の計測ではこのドップラーシフト量ｆDA0を周波数
オフセット量ｆOFSTとして使用する。この場合の計測可能範囲は|ｆ-(ｆT +ｆDA0)|≦ｆD

maxとなるが、航空機の対気速度が瞬間的に変化することは通常ではあり得ないため、航
空機の対気速度の変化量は上記の計測可能範囲内となる可能性が高い。すなわち、直前回
の計測値を利用すれば、周波数オフセットの掃引を行うことなく対気速度を計測すること
が可能となる。なお、大気状態など諸条件によっては計測値にノイズが含まれることもあ
るため、直前回の計測値は１回の計測値ではなく複数回の平均値とすることにより、さら
に計測精度の向上が期待できる。
【００２５】
　ドップラーライダーはレーザ光の放射方向の対気速度成分のみを計測するが、レーザ光
を航空機から機体軸前方方向へ円錐状に走査させることにより対気速度成分を機体軸前後
方向、横方向、上下方向の各速度成分に分解することができ、航空機の迎角や横滑り角を
算出することができる。図３は、レーザ光を航空機から機体軸前方方向へ円錐状に走査さ
せることにより、対気速度成分を３次元方向に分解する手法を示す図である。ドップラー
ライダーによるレーザ光の走査において、レーザ光源からの照射レーザ光がレーザ光源の
位置を通る機体軸となす角（レーザ光の偏向角）をθ、レーザ光のビームを円錐状に走査
させたときのビーム方向番号をi、観測するビーム数をＭ、ビーム方向のバンク角（機体
横軸となす角）をφiとし、レーザ光のビームのバンク角φiを変化させて円錐状に計測ベ
クトルを走査することにより機体軸前後方向、横方向、上下方向の各速度成分を計測する
。このレーザ光の走査において計測領域内の気流は一様であると仮定した場合、速度ベク
トルＶ＝(Ｖx、Ｖy、Ｖz)は以下のように求めることができる。
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【数１】

　ここで、Ｖiはi番目の計測ベクトルにおける計測速度である。また、Ｖxは対気速度の
横方向成分（図３においてＸ軸方向）、Ｖyは対気速度の上下方向成分（図３においてＹ
軸方向）、Ｖzは対気速度の前後方向成分（図３においてＺ軸方向）である。
【００２６】
　このように、レーザ光の送信方向を走査し対気速度を３次元に展開することにより上下
方向や横方向の対気速度を算出できるので、航空機の迎角や横滑り角を求めることができ
る。
　また、バンク角φiの計測ポイントにおける計測ベクトルとバンク角φi-180°の計測ポ
イントにおける計測ベクトルの２次元ベクトルから速度ベクトルを算出することもできる
。この場合、速度ベクトルＶのＸ軸方向成分ＶxおよびＹ軸方向成分Ｖyは以下のように求
めることができる。
【数２】

　ここで、Ｖiはバンク角φi の計測ベクトルにおける計測速度、Ｖi'はバンク角φi-180
°の計測ベクトルにおける計測速度である。
　また、速度ベクトルＶのＺ軸方向成分Ｖzは以下で求めることができる。

【数３】

　この方式では、バンク角がお互いに180°と最も離れた２点の計測ベクトルを用いて速
度ベクトルの算出を行っているため、ビーム方向のバンク角φiの誤差による影響が式（
１２）による方法に比べて小さくなる。このため、走査するビームを停止させることなく
一定速度で回転させた状態で計測ベクトルを測定した場合でも速度ベクトルの算出誤差を
小さくすることができ、この場合は起動トルクが少なくて済むので消費電力を低減できる
。
【００２７】



(9) JP 5376459 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　また、上記装置において、直前の平均気流速度ベクトルと最新の気流速度ベクトルとの
差を計測することにより、機体自身の流れ場に対する影響を受けない領域の乱気流成分を
計測することもできる。具体的には、例えば、ある時刻iにおける気流速度の定常成分ベ
クトルをＶs(i)、乱気流成分ベクトルをＶt(i)とした場合、気流速度ベクトルＶ(i)は、
以下のように表される。
　　　　　　Ｖ(i)＝Ｖs(i)＋Ｖt(i) 　　　　　　　　　　　　 （１５）
　この気流速度ベクトルＶiにおいて、現時刻をi＝Ｎとし、現時刻より以前の時刻である
i＝Ｎ－１、Ｎ－２、…、Ｎ－ＭのＭ個のデータから平均気流速度ベクトルE[Ｖ]を以下の
ようにして算出する。
　　　　　　E[Ｖ]＝ΣＶ(i)／Ｍ
　　　　　　　　 ＝Σ(Ｖs(i)＋Ｖt(i))／Ｍ
　　　　　　　　 ≒ΣＶs(i)／Ｍ　　　　　　　　　　　　　　（１６）
　なお、乱気流成分ベクトルはランダムに変化していると考えられ、ΣＶt(i)／Ｍ≒０と
している。
　これより、現時刻の気流速度ベクトルＶ(N)と直前の平均気流速度ベクトルとE[Ｖ]の差
を計算することにより、以下に示すように現時刻の乱気流成分を計測することができる。
　　　　　　Ｖ(N)－E[Ｖ]≒(Ｖs(N)＋Ｖt(N))－ΣＶs(i)／Ｍ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　≒Ｖt(N)　　　 　　　　　　　　　　（１７）
　ここで、気流速度の定常成分は航空機の対気速度の影響が強く瞬間的に変化する可能性
は低いため、Ｖs(N)≒ΣＶs(i)／Ｍとしている。
【００２８】
　以上のように、ドップラーライダーは離れた領域の気流を計測することができる。つま
り航空機がこれから遭遇する乱気流などの気流の状態を事前に知ることができるのである
。近年の旅客機は乱気流による動揺を低減させるために、オートパイロットにより自動的
に適切な操舵を行う機能があるが、その基となる情報は対気速度および加速度である。本
発明では、数10ｍ前方の気流情報を連続して計測し、その変化量を乱気流成分と認識する
ことにより、オートパイロットの入力情報とする。
【００２９】
　また、ドップラーライダーによる計測値は、航空機が一般流に対して移動する速度、す
なわち真対気速度に相当するものである。そして航空機に空力的な影響を及ぼす等価対気
速度は、真対気速度に√(ρ/ρ0)を乗じることにより近似的に得られる。ここで、ρは飛
行高度の空気密度、ρ0は海面高度の空気密度を表す。ρは一般的な航空機が必ず搭載し
ている気圧高度計により求められる。マッハ数については、外気温度情報を用いて次式に
より音速ａを求め、真対気速度の音速ａに対する比がマッハ数となる。
　　　　　　ａ＝340.4×√{(273 +ｔ)／288}　　　　　　　　　（１８）
　ただし、ａ：音速（ｍ／秒）、ｔ：飛行高度の外気温度（℃）である。
【実施例１】
【００３０】
　図４は、航空機に本発明による真対気速度計測装置を搭載した状態を示す構成説明図で
ある。図では、光学望遠鏡と光ファイバアンプを機体の下面に搭載し、空気抵抗を減らす
などの目的のために機外装置にフェアリング８を被せた構成としている。また、レーザ光
が送信される方向にはウインドウ９を設置し、レーザ光の送信及び散乱光の受信ができる
ようにしている。なお、本実施例では、光学望遠鏡と光ファイバアンプを機体の下面に搭
載する構成としたが、これに限らず、機首側面や主翼下面などへの搭載も考えられ、個々
の機体によって搭載しやすい場所に搭載することが可能である。上記以外の機器は、機内
に搭載する。
【００３１】
　本発明では、送信信号と受信信号との間のドップラーシフト量に基づき遠隔領域の気流
の風速を計測する光学式遠隔気流計測装置を用い、この装置において計測周波数にオフセ
ットを与えるための基準速度による掃引を行い、事前に設定した受信強度の閾値よりも大
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きな値が検出された時点で、その最大値となる周波数に相当する速度を算出する機能を備
えることにより、航空機の対気速度を自律的に算出する。使用するレーザは、気象状態の
影響を受け難く網膜に対する安全性の高い赤外線帯域のものがよく、この例では1.5μｍ
帯のレーザを使用している。
【００３２】
　また、送信信号と受信信号との間のドップラーシフト量に基づき対気速度を計測してい
るため、ピトー管で充分な精度の対気速度が計測できない低速領域での真対気速度を測定
することができ、ヘリコプタ、飛行船、Ｖ／ＳＴＯＬ等の低速航空機への適用も可能であ
る。また、本装置は機体自身の流れ場に対する影響を受けない領域の気流の速度を計測す
るので、位置誤差による計測誤差が発生せず、ピトー管の較正飛行試験を効率的に行うこ
とも可能となる。さらに、機体自身の流れ場に対する影響を受けない距離は数10ｍである
ため、エアデータセンサの目的で使用する場合には、従来の遠隔領域の気流の風速を計測
する光学式遠隔気流計測装置と比べて、比較的小出力の装置で実用化できる。
【実施例２】
【００３３】
　実施例１のように一旦対気速度が求められたら、直前回の計測値を周波数のオフセット
量として用いる。ただし、大気状態など諸条件によっては計測値にノイズが含まれること
もあるため、直前回の計測値は、１回の計測値ではなく複数回の平均値とする。一般的な
ピトー管による対気速度計測においても、変化が急すぎるとパイロットの視認性が低下す
るため、配管系統にオリフィスを挿入して、表示を鈍化させている。このためドップラー
ライダーで計測された対気速度についても、３秒程度の移動平均値を表示させることが妥
当である。
【００３４】
　なお、ノイズが卓越するなどの理由により、一時的に計測不能となり周波数計測範囲内
の受信強度が事前に設定した閾値に達しない場合には、実施例１の周波数掃引を行い、前
記周波数オフセット量を再設定する。
【実施例３】
【００３５】
　図５は、レーザビームの走査方法として、偏向角θを一定としバンク角φiを回転させ
ることにより、対気速度の横方向成分Ｖx（図５においてＸ軸方向）、対気速度の上下方
向成分Ｖy（図５においてＹ軸方向）、対気速度の前後方向成分Ｖz（図５においてＺ軸方
向）の速度成分を算出する手法を示す説明図である。例えば、走査するビームを同一平面
状にない３点で停止させて計測ベクトルにおける速度成分Ｖ1、Ｖ2、Ｖ3を測定し、その
測定された３点の速度成分からＸ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の速度成分を算出する（３
点計測）。この場合、速度ベクトルＶ＝(Ｖx、Ｖy、Ｖz)は以下のように求めることがで
きる。
【数４】

　ここで、Ｖ1、Ｖ2、Ｖ3はそれぞれφ１＝０°、φ２＝120°、φ３＝240°における計
測速度とする。
　また、バンク角φiの計測ポイントにおける計測ベクトルとバンク角φi-180°の計測ポ
イントにおける計測ベクトルの２次元ベクトルから速度ベクトルを算出することもできる
。例えば、φ１＝０°、φ２＝90°、φ３＝180°、φ４＝270°における計測ベクトルの
速度成分であるＶ1、Ｖ2、Ｖ3、Ｖ4をそれぞれ測定し、バンク角がお互いに180°離れた
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計測ベクトルの速度成分であるＶ1とＶ3およびＶ2とＶ4から、それぞれＸ軸方向およびＹ
軸方向の速度成分を算出する（２点計測）。すなわち、Ｘ軸方向の速度ＶxおよびＹ軸方
向の速度Ｖyは、以下のように求めることができる。
【数５】

　このようにして、レーザビームを走査して対気速度成分を２次元若しくは３次元に展開
することにより上下方向や横方向の対気速度を算出できるので、航空機の迎角や横滑り角
を求めることができる。
【００３６】
　なお、この２点計測の方法では、バンク角がお互いに180°と最も離れた２点の計測ベ
クトルを用いて速度ベクトルの算出を行っているため、ビームのバンク角φiの誤差によ
る影響が３点計測による方法に比べて小さくなる。例えば、図６に示すように、ある１ポ
イントの計測点がφｄだけ所定の計測点から位相ずれを起こした場合の計測誤差を、２点
計測法と３点計測法で比較した結果を示す。この結果より、２点計測の方が３点計測に比
較して位相ずれによる影響が少ないことがわかる。このため、走査するビームを停止させ
ることなく一定速度で回転させた状態で計測ベクトルによる測定を行った場合に、２点計
測の方が３点計測と比較して速度ベクトルの算出誤差を小さくすることができ、この場合
は起動トルクが少なくて済むので消費電力を低減できる。
【実施例４】
【００３７】
　図７は、本発明の実施例４に係る乱気流計測装置の構成説明図である。乱気流計測装置
としてのドップラーライダーは、直前の平均気流速度ベクトルと最新の気流速度ベクトル
との差を計測することにより、機体自身の流れ場に対する影響を受けない領域の乱気流成
分を計測する。この計測された乱気流成分を自動操縦装置300の入力情報とし、乱気流に
よる動揺を低減させるための適切な操舵を自動的に行う。標準的な旅客機の最大巡航速度
は毎秒250ｍ程度で、50ｍ前方の気流であれば0.2秒後に遭遇することになる。この間に人
間のパイロットであれば何も対応することができないが、オートパイロットであれば操舵
が可能である。ただし、例えば揚力を変化させる場合に昇降舵を使って迎角を変化させて
いたのでは、機体の慣性モーメントにより遅れが生ずるうえ、ピッチングにより後部客席
の乗り心地が著しく悪化する。フラップやスポイラによるダイレクト・リフト・コントロ
ールが必要となり、フラップの機構を高速操舵可能とするか、補助翼をフラップとして使
用するためのドループ機能を付加するなど、操舵システム自体を乱気流低減制御に対応で
きるものとする必要がある。このような操舵システムは既に実用化されているが、一般的
な旅客機で採用された例は稀である。
【実施例５】
【００３８】
　図８は、本発明の実施例５に係る対気速度計測システムの構成説明図である。対気速度
計測装置としてのドップラーライダー100は、静圧情報を真対気速度計測装置に入力する
ことにより等価対気速度を算出する。また、Ｎ個の多重系で構成されたピトー管400-1～4
00-Nにより対気速度を計測する。監視装置500では、多重系で構成されたピトー管、及び
、ドップラーライダーで計測された対気速度を監視する。通常、ピトー管による対気速度
計測システムは多重系となっているが、各系統間の出力差が許容値を超えた場合、あるい
は出力が遮断された場合に、自動的に警報を発する機能は既に実用化されているため、そ
の警報が発せられた場合に、パイロットは本発明による等価対気速度を監視することにな
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非常時の安心感を高める効果が期待できる。また、対気速度計測装置としてのドップラー
ライダー100がノイズが卓越するなどの理由により、一時的に計測不能となり周波数計測
範囲内の受信強度が事前に設定した閾値に達しない場合に、監視装置500においてピトー
管などにより得られた対気速度を静圧情報により真対気速度計測装置に換算し、ドップラ
ーライダーの周波数オフセットとして設定して計測することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　低速航空機用エアデータセンサ、飛行実験用エアデータセンサ、従来のエアデータセン
サのバックアップおよび飛行安全用エアデータセンサとして利用することが可能である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　基準光源　　　　　　　　　　２　光ファイバアンプ
　３　　励起光源　　　　　　　　　　４　光学望遠鏡
　５　　光受信機　　　　　　　　　　６　信号処理器
　７　　表示器　　　　　　　　　　　８　フェアリング
　９　　ウインドウ　　　　　　　　　10　光学系
　20　　本体　　　　　　　　　　　　30　機外装置
　40　　機内装置　　　　　　　　　 100　ドップラーライダー
　200 　機体　　　　　　　　　　　 300　自動操縦装置
　400-1～400-N　ピトー管　　　　　 500　監視装置

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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